
要保存                                    令 和 ６年 ４月 ８日 

松戸市立相模台小学校 

令和６年度 緊急時の対応について 
 ○暴風雨・風水害の警報・注意報が千葉県北西部に出ている場合（６時３０分の時点で）その他非常事態 

 
 
児 
童 
の  
登 
校 
前 

 

 

 警報注意報発令状況      児   童     家庭の対応     学校の対応について 
 暴風雨・大雪警報 
 地震の警戒宣言 
 その他の非常事態 

・登校しない ・自宅待機への対応を 
  お願いします。 

・休校の場合はメール配信と電話連絡 
＊前日に対応を指示する場合もあります。 

 大雨洪水警報 ・保護者の判断によ 
 る 

・保護者の判断で通学 
  路の安全を確認して 
  登校又は自宅待機、 
  警報解除後は登校さ 
 せてください。 

・自然災害等の不可抗力により登校が 不
可能な場合の遅刻や欠席は、欠席・遅刻
扱いはしません。 

・休校の場合はメール配信と電話連絡を行
います。 

 暴風雨・大雨洪水 
 大雪注意報 

・原則は通常通り登 
校（時間をずらし
ての登校可） 

・保護者の判断で対応 
 してください。 

・欠席遅刻扱いはしません。 
・学校からの連絡は原則的にしません。 

  
○暴風雨・風水害の警報・注意報が千葉県北西部に出た場合 その他非常事態の場合（在校中） 

 
 
 
児 
童 
の 
在 
校 
中 

警報注意報発令状況      児  童      家庭の対応         学校の対応について 
 暴風雨・大雪警報 
 
 地震の警戒宣言 
 
 大雨洪水警報 
 
 その他の非常事態 

・状況により、授業 
時間の短縮 

 
・場合により引き取 
 り 

・家に入れるよう鍵を 
持たせておいてく
ださい。 

・連絡があり次第、引 
き取りに来校くださ
い。 

・メール配信と電話連絡を行います。 
・状況により、下校時刻の変更、給食実施、
学校待機について、学校長が判断します。 

・引き取りのない児童は、学校で保護しま
す。 

 可能な限り早く迎えに来てください。 

 暴風雨・大雨洪水 
大雪注意報 

・通常通り下校。 
  （状況による） 

・対応できるように、 
  可能な限り外出を 
  控えてください。 

・学校からの連絡は原則的にしません。 

 
○大規模地震発生時（震度５強以上） 

○千葉県内において Jアラート（全国瞬時警報システム）が発信された場合 

（１）課業時間外 

（下校帰宅後から次の登校まで） 
（２）課業時間内の時 （３）下校中の時 

建物内の安全な場所に避難する。 
原則として登校を控え地域の安全
確認ができるまで、「自宅待機」と
する。 

校舎内の安全な場所に避難します。 
放課後等も含め、学校に児童生徒がい
る場合、地域の安全確認ができるまで
「原則留め置き」とします。 

学校では、すぐ近くの建物の中、または地
下に避難するように指導します。 
ご家庭でも避難行動について、ご指導くだ
さい。 

 
○登下校途中に上記の災害に遭遇した場合 

＊遅刻、欠席等の連絡は、しばらくたってから連絡してください。 

   家庭の対応                 学校の対応   給食    授 業 

登
校 
前 

 【登校中止】 

・学校からの連絡は、可能な限り試みますが、できないもの
と想定してください。 

・メール配信をしても遅くなって届く場合が考えられます。 
ご自身で、本校ホームページにて、確認して下さい。 

  中止 
 学校再開まで、休休
業の可能性がありり
ます。 

登
校 
後 

 

  【引き取り】 
  連絡できない場合が
あります。 
【松戸市立小中学校の
判断新基準】 
松戸市で「震度５強」

以上を記録した場合
は、引き取りをします。 

・学校への問い合わせはすぐにしないでください。 
※関係機関との連絡を優先するため、しばらくたってからお
願いします。 

・小学校で引き渡しを行います。 
※一中に兄姉がいる児童は、中学校とは、別々に引き取りを
お願いします。 
・引き取りのない児童は学校で保護します。可能な限り、早
く迎えに来て下さい。必ず、徒歩でご来校下さい。 

・学校再開については、メール配信等可能な手段で行います。 

  中止 
 
(発生時  
間 に も  
よ り ま  
す） 

 打ち切り 
 
＊学校再開まで、
休業の可能性 
があります。 

登
下
校
中 

 児童とどうするか決めておいてください。登下校時は、通学路（いつも決まった道）を通ることを指示してくだ
さい。 
   例１  仕事で不在の場合（自宅に保護者がいない場合）は学校へ行く。 
   例２  どちらか近い方へ行く。 
   例３  自宅に戻る。 

家に戻
った時 

・学校が避難場所になるため、必要な人は学校へ行くことになります。 
※建物等破損したり、両親が帰宅できなかったりする場合があります。家でよく話し合っておいてください。 


